
令和６年８月２９日

１　予算案件 （１）

一般会計

755,049,315 755,185,131

２　事件案件 １　工事請負契約の締結について ◎地域高規格道路美作岡山道路（国道374号）公共道路

（５） （１） 　工事（17号橋（仮称）上部工）

　工　　期　議決の日から令和８年12月28日まで

　請負金額　750,200,000円

　請 負 人　ピーエス・コンストラクション株式会社

　　　　　　岡山営業所

２　工事請負契約締結の変更につ ◎国道430号公共道路工事（トンネル工）

　　いて （１） 　工　　期　令和３年10月４日から令和６年10月31日

　請負金額（変更前）　2,299,902,000円

　　　　　（変更後）　2,657,149,000円

　請 負 人　公共道路工事（トンネル工）アイサワ工

　　　　　　業(株)・(株)ナイカイアーキット建設工

　　　　　　事共同企業体

３　令和５年度地方公営企業会計 ◎令和５年度岡山県営電気事業会計における剰余金の

　　における決算認定等について 　処分及び決算認定について

　　 （３）

◎令和５年度岡山県営工業用水道事業会計における剰

　余金の処分及び決算認定について

◎令和５年度岡山県流域下水道事業会計の決算認定に

　ついて

３　条例案件 別紙のとおり

（２）

４　そ の 他 地方自治法第180条第１項の規定に ◎庁用自動車に係る事故の和解及び損害賠償額の決定

よる専決処分事項について 　について

１件 2,190,700円

  ◎県営住宅の明渡し及び家賃相当損害賠償金の支払の

　請求等に関する訴えの提起について

１件

非強制徴収債権の放棄について 岡山県債権管理条例第14条の規定により報告するもの

◎母子父子寡婦福祉資金貸付金

◎地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金

地方独立行政法人の業務の実績に 地方独立行政法人法第28条第５項の規定により報告す

関する評価結果について（１法人） るもの

◎地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター

件　　　　名 内　　　　容

（単位：千円）

計

令和６年度岡山県一般会計補正予算（第２号） 135,816

会　　計　　名 既定予算額 補正予算額

令和６年９月岡山県議会定例会提出予定案件



地方自治法第243条の３第２項の規 ◎岡山県土地開発公社

定により、同法第221条第３項に規 ◎公立大学法人　岡山県立大学

定する法人の経営状況を説明する ◎地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター

書類の提出について （26法人） ◎井原鉄道株式会社

◎株式会社吉備高原都市サービス

◎岡山空港ターミナル株式会社

◎一般財団法人　岡山県国際交流協会

◎公益財団法人　児島湖流域水質保全基金

◎公益財団法人　岡山県郷土文化財団

◎公益財団法人　岡山県スポーツ協会

◎公益財団法人　岡山県健康づくり財団

◎公益財団法人　岡山県生活衛生営業指導センター

◎公益財団法人　岡山県動物愛護財団

◎一般財団法人　岡山セラミックス技術振興財団

◎株式会社オービス

◎公益財団法人　岡山県産業振興財団

◎公益財団法人　岡山県農林漁業担い手育成財団

◎公益財団法人　中国四国酪農大学校

◎株式会社岡山県食肉センター

◎公益財団法人　岡山県林業振興基金

◎公益財団法人　岡山県水産振興協会

◎一般財団法人　吉井川水源地域対策基金

◎水島港国際物流センター株式会社

◎公益財団法人　倉敷スポーツ公園

◎公益財団法人　岡山県下水道公社

◎公益財団法人　岡山県暴力追放運動推進センター

件　　　　名 内　　　　容



令和６年９月岡山県議会定例会提案予定条例

番号 題 名 提 案 課 概 要

１ 行政手続におけ デジタル推 生活保護法の一部改正に伴い、規定の整備を行うものである。

る特定の個人を 進課 【主な内容】

識別するための 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

番号の利用等に 法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に

関する法律に基 おいて用いられている進学準備給付金という用語を進学・就職準備給付

づく個人番号等 金に改める。

の利用及び特定 （施行期日 条例の公布の日）

個人情報の提供

に関する条例の

一部を改正する

条例

２ 岡山県土木関係 建築指導課 建築基準法の一部改正に伴い、規定の整備を行うものである。

手数料徴収条例 【主な内容】

の一部を改正す 岡山県土木関係手数料徴収条例において引用する建築基準法の条項の

る条例 移動があった部分について、規定の整備を行う。

施行期日 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律附

則第１条第３号に掲げる規定の施行の日又は条例

の公布の日のいずれか遅い日


